
 

南九州市訓令第１号 

 

 南九州市職員等による内部公益通報の処理に関する規程の全部を改正する訓令

を次のように定める。 

 

  令和８年４月１日 

 

南九州市長  塗 木 弘 幸 

 

南九州市職員等による内部公益通報の処理に関する規程の全部を改正  

する訓令 

 

南九州市職員等による内部公益通報の処理に関する規程（平成22年南九州市訓

令第11号）の全部を改正する。 

 

  南九州市職員等からの通報等への対応手続に関する規程  

 

（目的） 

第１条 この訓令は，公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」とい

う。）の趣旨を踏まえて，南九州市において，南九州市及び南九州市職員につい

ての法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため，これ

らの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより，通報者等の保護を

図るとともに，南九州市の法令遵守等を確保することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この訓令において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 法令違反行為等 第７条第１項に規定する，南九州市及び南九州市職員に

よる法令違反，条例違反その他の不正な行為又は南九州市の法令遵守の確保

及び適正な業務遂行に資する事実をいう（当該法令違反行為等が生じるおそ

れがある場合を含む。）。 

 ⑵ 職員等 次に掲げる者をいう。 

  ア 南九州市職員（会計年度任用職員等を含む。以下「職員」という。）  

イ 南九州市と契約関係にある事業者，その役職員及びその業務に従事して

いる者 

  ウ 前２号に規定する者であった者 



 

  エ 前各号に規定する者のほか南九州市の法令遵守等を確保する上で必要と

認められる者 

⑶ 内部通報・相談窓口 南九州市の内部において南九州市及び南九州市職員

による法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱うための窓口をい

う。 

⑷ 内部通報先 内部通報・相談窓口を所管する総務課をいう。 

⑸ 受付 内部通報先に対してなされた通報，相談，意見又は苦情等を受ける

ことをいう。 

⑹ 受理 内部通報先に対してなされた通報について，調査又は是正措置を行

う必要性があるものとして受け付けることをいう。 

⑺ 被通報者 その者が法令違反行為等を行った，行っている又は行おうとし

ていると通報された者をいう。 

（総括通報等責任者） 

第３条 職員等から内部通報先に対してなされる通報及び相談（以下「通報等」

という。）への対応に関する事務を総括するため，総括通報等責任者を置くこと

とし，総務課長をもって充てる。 

２ 総括通報等責任者は，通報等への対応に関する規程類の整備，研修の実施，

通報に関する調査の進捗等の管理，通報等を理由とする不利益な取扱いの防止

その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。  

３ 総括通報等責任者は，前項に規定する事務を総務課に行わせることができる

ものとする。 

（内部通報・相談窓口の所管） 

第４条 総務課に内部通報・相談窓口を置き，総括通報等責任者がこれを総括す

る。 

２ 内部通報・相談窓口は，次に掲げる事務を取り扱う。 

 ⑴ 南九州市及び南九州市職員による法令違反行為等に関してなされる通報等

の受付に関すること。 

 ⑵ 通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。  

 ⑶ 通報者及び相談者（以下「通報者等」という。）との連絡調整に関すること。 

 ⑷ 南九州市の各部局及び出先機関等との連絡調整に関すること。  

（秘密保持及び個人情報保護の徹底） 

第５条 通報等への対応に関与した職員（通報等への対応に付随する職務等を通

じて，通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。）は，通報等に関す

る秘密を漏らしてはならない。 

２ 通報等への対応に関与した職員は，当該対応手続において知り得た個人情報



 

の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。  

３ 通報等への対応に関与する職員は，通報等への対応に関する秘密保持及び個

人情報保護の徹底を図るため，通報等への対応の各段階（通報等の受付，調査，

是正措置及び通報者等への結果通知。以下同じ。）及び通報等への対応終了後に

おいて，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定するこ

と。 

⑵ 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名，所属等の個人情報

のほか，調査等が通報を端緒としたものであること，通報者等しか知り得な

い情報等を含む。以下同じ。）については，被通報者及びその関係者に対して

開示しないこと（通報等の対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報

を，次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。）。  

⑶ 通報者等の特定につながり得る情報を，情報共有が許される範囲外に開示

する場合には，通報者等の書面（電子メールを含む。）による明示の同意を取

得すること。 

⑷ 前号に規定する同意を取得する際には，開示する目的及び情報の範囲並び

に当該情報を開示することによって生じ得る不利益について，通報者等に対

して明確に説明すること。 

４ 内部通報先における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に

関しては，前３項に定めるもののほか，個人情報の保護に関する法令その他関

係法令等に従うものとする。 

（利益相反関係の排除） 

第６条 職員は，自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関

係を有する案件についての通報等への対応に関与してはならない。  

２ 通報等への対応に関与する者は，通報等への対応の各段階において，相互に

当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。  

３ 通報等への対応に着手しようとする者は，当該案件について自らが利益相反

関係を有すると思料するときは，直ちに総務課長にその旨を伝えなければなら

ない。 

（受付の範囲及び取扱い） 

第７条 内部通報先は，職員等からの次の各号に掲げる事実について通報等を受

け付けるものとする。ただし，第１号から第３号までに掲げる事実については

南九州市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められるも

のに限る。 

⑴ 法令に違反する行為に関する事実 



 

⑵ 南九州市に適用される条例，規則その他の規程に違反する行為に関する事  

 実 

⑶ その他南九州市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に資する事実  

２ 内部通報先は，通報があったときは，法の趣旨を踏まえ，誠実かつ公正に通

報等に対応し，正当な理由なく通報等の受付又は通報の受理を拒んではならな

い。 

３ 内部通報先は，匿名による通報等についても，可能な限り，実名による通報

等と同様の取扱いを行うよう努める。 

（受付手続） 

第８条 内部通報先は，通報等を受け付けたときは，内部通報受付票（第１号様

式）に従い，通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつ

つ，通報等への対応に必要な事項を通報者等に確認するものとする。ただし，

通報者等の特定につながり得る情報を確認することについて，通報者等の同意

が得られない場合その他確認に支障がある場合は，この限りでない。  

２ 内部通報先は，通報等を受け付けたときは，次に掲げる事項を通報者等に説

明するものとする。ただし，通報者等が説明を望まない場合，匿名による通報

等であるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由があ

る場合はこの限りでない（以下，次項，次条第２項，第10条第３項，第13条第

４項及び第16条第２項に規定する通知においても，同様とする。）。 

 ⑴ 通報等に関する秘密は保持されること。 

 ⑵ 個人情報は保護されること。 

 ⑶ 通報受付後の手続の流れに関すること。 

３ 前２項において，書面（電子メールを含む。）等，通報者等が通報等の到着を

確認できない方法によって通報等がなされた場合には，速やかに通報者等に対

して通報等を受領した旨を通知するよう努めるものとする。  

４ 通報を受け付ける際には，勤務時間外に個室や庁舎外で面談する等の措置を

適切に講じ，通報者の秘密を守ることとする。 

（受理手続） 

第９条 内部通報先は，通報者から通報を受け付けた後は，法の趣旨を踏まえて

当該通報に関して調査又は是正措置を行う必要性について十分に検討する。  

２ 内部通報先は，通報を受理すると判断したときはその旨を，受理しないと判

断したとき（情報提供として受け付けることを含む。）はその旨及びその理由を，

通報者等に通知する。 

３ 内部通報先は，当該通報を受理するときは，当該通報への対応手続の終了ま

でに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。  



 

（調査の実施） 

第10条 通報を受理した内部通報先は，当該通報に関する秘密を保持するととも

に，個人情報を保護するため，通報者が被通報者及びその関係者に特定されな

いよう十分に留意しつつ，速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行

うものとし，通報調査通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

２ 総務課長は，調査の方法，内容等の適正を確保するとともに，調査の適切な

進捗を図るため，調査について適宜確認を行う等の方法により，通報事案を適

切に管理する。 

３ 内部通報先は，適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密，信用，名誉，

プライバシー等の保護に支障がある場合を除き，通報者に対し，調査の進捗状

況を適宜通知するとともに，調査結果を可及的速やかに取りまとめ，その結果

を通報調査結果報告書（第３号様式）により遅滞なく通知するものとする。 

（調査の方法） 

第11条 通報事実の調査に当たっては，内部通報先は通報者等から面談，電話，

電子メール等を通じて聴取を行い，通報事実の内容に誤りがないか確認するよ

う努める。 

２ 通報に関して調査又は是正措置を行う必要性がないとして調査を終了する場

合には，通報を受領したこと又は調査を実施したことについて被通報者の任命

権者等に知らせないものとする。ただし，調査の実施の過程で，既に任命権者

等への聴取を行っている場合を除く。 

３ 調査の端緒が通報等であることを他の職員に認識させないよう，事案の性質

に応じて適切な措置をとるものとする。 

（協力義務等） 

第12条 内部通報先は，通報事実の調査等に当たり，関係課長等の協力が必要と

なる場合には，関係課長等と連携して調査を行い，是正措置をとるなど，相互

に緊密に連絡し協力する。 

２ 内部通報先から調査の協力を求められた職員は，調査に誠実に協力をしなけ

ればならず，調査を妨害する行為をしてはならない。 

（調査結果に基づく措置） 

第13条 内部通報先は，調査の結果，第７条第１項第１号から第３号までに掲げ

る事実があると認めるときは，速やかに被通報者の任命権者等に調査結果を報

告する又は是正権限を有する部署に対し是正措置及び再発防止策をとるよう

要求するなどの措置をとらなければならない。 

２ 前項の是正措置及び再発防止等の要求を受けた部署は，速やかに是正措置及

び再発防止策をとるものとする。 



 

３ 前項の措置をとった場合には，措置を行った者は，その内容を速やかに内部

通報先に報告することとする。 

４ 内部通報先は，第２項の措置がとられた場合には，その内容を，南九州市に

おける適正な業務遂行及び利害関係人の秘密，信用，名誉，プライバシー等の

保護に支障がない範囲において，通報者に対し，是正措置等報告書（第４号様

式）により遅滞なく通知するものとする。 

５ 内部通報先は，是正措置又は再発防止策をとった後，法令違反等が再発して

いないか，是正措置又は再発防止策が十分に機能しているか確認するとともに，

必要に応じ，新たな是正措置又は再発防止策をとる。 

（通報者の保護） 

第14条 通報者である職員の任命権者等は，内部通報先に対し不正の利益を得る

目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく，通報等を行った職

員に対し，通報等を行ったことを理由として，懲戒処分その他不利益な取扱い

をしてはならない。 

２ 内部通報先は，被通報者が，通報者等の存在を知り得る場合には，被通報者

が通報者等に対して第１項に規定する不利益な取扱いを行うことがないよう，

被通報者に対して，注意喚起をする等の措置をとるものとする。  

３ 内部通報先は，通報等の対応の終了後，通報者等に対し，通報等をしたこと

を理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認する。  

４ 内部通報先は，通報者等が，第１項に規定する不利益な取扱いを受けている

ことが明らかになった場合には，これを是正し得る者に通知し是正を求める又

は公平委員会に対する不利益処分についての審査請求（地方公務員法（昭和25

年法律第261号）第49条の２）若しくは勤務条件に関する措置の要求（同法第46

条）若しくは苦情相談等を利用することができる旨を伝えるなど，通報者等の

保護に係る必要なフォローアップを行うよう努める。 

 （損害賠償の制限） 

第15条 任命権者等は，内部通報先に対し不正の利益を得る目的，他人に損害を

加える目的その他の不正の目的でなく，通報等を行った職員等に対し，当該通

報等によって損害を受けたことを理由として賠償の請求を行わない。  

（意見又は苦情への対応） 

第16条 内部通報先は，内部通報先に対する通報等への対応に関して通報者等か

ら意見又は苦情の申出を受け付けたときは，迅速かつ適切に対応するよう努め

る。 

２ 前項の申出の内容が，通報等への対応に関する秘密及び個人情報の漏洩，通

報に関する調査及び是正措置の遅滞，不適切な調査の実施その他内部通報先の



 

不適切な対応に関するものである場合には，前項の申出を受けた内部通報先

は，速やかに苦情に係る内部通報先における対応状況を確認し，必要な是正措

置等をとった上で，その結果を通報者等に通知するものとする。  

（懲戒処分等） 

第17条 任命権者等は，第５条第１項及び第２項の規定に正当な理由なく違反し

た職員及び第14条第１項の規定に違反した職員に対しては，懲戒処分その他適

切な措置をとるものとする。 

 （通報等の関連文書の管理） 

第18条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については，文書管理に関する

法令，南九州市文書管理規程（平成19年南九州市訓令第５号）等に基づき適切

な方法で管理しなければならない。 

 （法及び本告示の周知等） 

第19条 総括通報等責任者は，南九州市における通報等への適切な対応を推進す

るため，通報等への対応に関する規程類を整備するほか，職員に対する広報の

実施，定期的な研修，説明会の実施その他適切な方法により，法及び本訓令に

基づく通報等の方法，通報等の取扱い，通報者等の保護の仕組み等について，

充分に周知するものとする。 

２ 総括通報等責任者は，前項の事務を，総務課に行わせることができる。  

３ 内部通報先は，通報等の方法，通報等の取扱い，通報者等の保護の仕組みに

ついて職員等から問合せがあった場合には，教示するものとする。  

 （通報対応の評価及び改善） 

第20条 南九州市における通報対応の仕組みの運用状況について透明性を高める

とともに，客観的な評価を行うことを可能とするため，内部通報先は，通報対

応の仕組みの運用状況に関する情報を通報管理台帳（第５号様式）に記録し，

各年度の終了後，速やかに公表する。ただし，当該情報を公表することにより，

通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適正な業務遂行の確保及び利

害関係人の秘密，信用，名誉，プライバシー等の保護に支障が生じる場合にお

いては，個々の通報案件ごとに，その全部又は一部を非公表とすることができ

る。 

２ 内部通報先は，通報対応の仕組みの運用状況について，定期的に評価及び点

検を行うとともに，他の行政機関，民間事業者による先進的な取組事例等を参

考として，通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努める。  

 （他の法令等との関係） 

第21条 通報等への対応手続については，他の法令（条例，規則その他の規程を

含む。）に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか，



 

本訓令の定めるところによる。 

第22条 本訓令は，職員等が本訓令に規定する者以外の職員に対し通報等を行う

ことを妨げるものではない。 

附 則 

 この訓令は，令和８年４月１日から施行する。 

  



 

第１号様式（第８条関係） 

取扱注意   

内部通報受付票 

整理番号  件名  

受付日  

受付者 

所属・氏名 

所属： 

氏名： 

受付手段 □文書 □電話 □ＦＡＸ □電子メール □面会 

通報者情報 所属  

役職  

氏名  

連絡先 電話番号 

電子メールアドレス 

進捗情報 

結果報告 

□ 希望する 

□ 希望しない 

通報の内容 所属 

違反者 

 

違反行為等の内容 ※日時，場所，内容，原因，通報理由等 

 

違反行為等が □生じている □生じようとしている 

□その他（                  ） 

証拠書類 □有 □無 

対象法令  

受理・不受

理 

□ 受理（   年  月  日受理決定） 

□ 不受理（   年  月  日不受理決定） 

  不受理の理由 

 

説明事項 □ 通報等への対応に関与する職員には秘密保持義務があり，

通報者を特定させる事項その他通報等に係る情報の共有は

制限されるなど，通報に関する秘密は保持されること。  

□ 個人情報は保護されること。 

□ 通報受付後の手続の流れに関すること。 

※ 本記録票は，総務課において保管する。 

  



 

第２号様式（第10条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

南九州市長 

 

通報調査通知書 

 

 

     年  月  日に通報のあった件について，下記のとおり取り扱うこ

ととしましたので，南九州市職員等からの通報等への対応手続に関する規程第 10

条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 調査を実施します。 

  調査の着手時期は，    年  月  日を予定しています。 

 

２ 調査を実施しません。 

  調査を実施しない理由：    

 

 

  



 

第３号様式（第10条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

南九州市長 

 

通報調査結果報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で通報調査通知した件について，

下記のとおり調査しましたので，南九州市職員等からの通報等への対応手続に関

する規程第10条第３項の規定により，その結果を報告します。 

 

記 

 

１ 通報受付年月日 

      年  月  日 

２ 通報対象事実 

 

３ 調査結果 

 

４ 備考 

 

  



 

第４号様式（第13条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

南九州市長 

 

是正措置等報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で通報調査結果報告した件につい

て，下記のとおり是正措置等を講じましたので，南九州市職員等からの通報等へ

の対応手続に関する規程第13条第４項の規定により，その内容を報告します。 

 

記 

 

１ 通報対象事実の内容 

 

２ 是正措置等の内容 

 

３ 担当課名 

４ 備考 

 

  



 

第５号様式（第20条関係） 

取扱注意   

通報管理台帳（  年度） 

整理

番号 

受付処理等 件名 処理・備考 

 受付日 年  月  日   

受理・不受理の別 受理・不受理 

担当課 年  月  日 

調査結果通知 年  月  日 

措置内容通知 年  月  日 

 受付日 年  月  日   

受理・不受理の別 受理・不受理 

担当課 年  月  日 

調査結果通知 年  月  日 

措置内容通知 年  月  日 

 受付日 年  月  日   

受理・不受理の別 受理・不受理 

担当課 年  月  日 

調査結果通知 年  月  日 

措置内容通知 年  月  日 

 受付日 年  月  日   

受理・不受理の別 受理・不受理 

担当課 年  月  日 

調査結果通知 年  月  日 

措置内容通知 年  月  日 

 受付日 年  月  日   

受理・不受理の別 受理・不受理 

担当課 年  月  日 

調査結果通知 年  月  日 

措置内容通知 年  月  日 

 

 


